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はじめに 

 

 

 我が国における分譲マンション（以下「マンション」といいます。）は、都市化によ

る土地利用の高度化に伴い、職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性

に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背

景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっています。  

一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等

の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者等の間での意思決

定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判

断の難しさなど建物を維持管理していく上で、多くの課題を有しています。特に、今

後、建設後相当の期間が経過したマンションが、急激に増大していくものと見込まれ

ますが、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマ

ンションは、区分所有者等自らの居住環境の悪化のみならず、外壁等の剥
は く

落などによ

る居住者や近隣住民の生命・身体への危害 、ひいては周辺の住環境や都市環境の悪

化を生じさせるなど深刻な問題を引き起こす可能性があります。 

こうしたことから、国においては、マンションの資産価値を守り、区分所有者等の

居住環境のみならず、快適な都市環境を確保することを目的として、平成 12年 12月

に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律を制定しました。また、令和２年

６月には、マンションの維持管理の適正化に向けた取組を強化するため、同法を改正

し、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の策定や、マンション管理組

合への助言、指導及び勧告、マンション管理計画認定制度等が新たに盛り込まれまし

た。 

本市においては、これまでマンション管理セミナーや管理運営講座等を開催し、マ

ンション管理組合等に対し適正なマンション管理に向けた意識啓発・情報提供を行う

など取組を進めてきたところですが、マンションにおける建物の高経年化と管理組合

構成員の高齢化という「２つの老い」の下においても、マンションが適正に管理され、

市民にとって安全・安心な居住環境・都市環境が確保できるようにするマンション管

理適正化推進計画を策定し、マンション管理を体系的に推進していくこととしたもの

です。 

今後は、これまでの施策に加え、本計画に基づくマンション管理計画認定制度やマ

ンション管理士派遣制度など新たな施策を強力に推進してまいります。 
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１ 計画の目的 

本計画は、適切に管理されていない老朽化したマンションによる周辺環境への被

害の発生を防止するため、マンション管理の適正化に関する施策の方針、内容等を

定め、マンション管理の適正化を推進することを目的とします。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12年法律第 149

号。以下「マンション管理適正化法」といいます。）第３条の２第１項に規定するマ

ンション管理適正化推進計画として策定します。 

また、本計画を「第６次広島市基本計画」を上位計画とするマンション管理適正

化推進に関する部門計画として位置付けます。「第６次広島市基本計画」ではＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals））を施策の目標として

位置付けており、その部門計画である本計画の施策の推進により、関係するＳＤＧ

ｓの達成に貢献します。 

 

  【本計画と関係するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

〈計画の位置付け〉 

  

第１章 計画の目的等 

第６次広島市基本計画 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 

広島県マンション管理適正化 

推進指針 

整合 

広島市マンション管理適正化推進計画 

関連 
広

島

市 

国 

県 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和５年度（2023年度）から令和９年度（2027年度）まで

の５年間とします。 

 

４ 対象区域 

本計画の対象区域は、広島市全域とします。 

 

５ 対象とするマンション 

本計画の対象とするマンションは、マンション管理適正化法第２条第１号に規定

するマンション（分譲マンション）とします。 
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１ 現状 

⑴ マンションの供給状況 

広島市における全住宅に占めるマンションの割合は、平成 30 年時点で 16.6％

となっています。平成 10 年時点の割合である 9.6％と比較すると、7 ポイント上

昇しており、マンションが近年の重要な居住形態となっていることが分かります。 

 

マンションの新規供給戸数は、近年減少傾向にありますが、平成 30年までの 10

年間でも毎年約 800 戸から約 1800 戸が供給されており、累計戸数は増加し続け

ています。 

 

  

第２章 マンション管理の現状と課題 

 
〈広島市の建て方別住宅戸数の推移〉 

※マンションは「共同住宅（持家）」と表示されます   （出典：総務省「住宅・土地統計調査」） 

〈広島市のマンション新規供給戸数〉 

（広島県マンション実態調査等より推計） 
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⑵ マンションの築年数の状況 

マンションの累計棟数については、令和４年度時点で 2,041 棟であり、そのう

ち築 40 年以上のマンションが 269 棟（13.2％）となっています。10 年後には築

40 年以上のマンションは約 2.5 倍の 662 棟（32.4％）、20 年後には約 4.9 倍の

1,318棟（64.6％）と急増していくことになります。 

 

 

⑶ マンションにおける居住状況 

広島市における平成 30年時点のマンション居住者の総世帯数は、８万 2,200世

帯であり、そのうち世帯主の年齢が 65歳以上の世帯は、２万 7,800世帯（33.8％）

です。 

また、世帯主の年齢が 55 歳以上 64 歳以下の世帯は１万 8,500 世帯（22.5％）

となっていることから、10 年後には更に居住者の高齢化が進むことになります。 

 

 

25歳未満

0.4%

(300世帯)

25～34歳

2.8%

(2,300世帯)

35～44歳

15.0%

(12,300世帯)

45～54歳

25.5%

(21,000世帯)55～64歳

22.5%

(18,500世帯)

65歳以上

33.8%

(27,800世帯)

〈広島市の竣工年別マンション棟数〉 

（棟） （棟） 

※左目盛：単年度棟数 右目盛：累計棟数 

（広島県マンション実態調査、全国マンション市場動向データより推計） 

〈広島市の世帯主の年齢別マンション居住世帯数割合〉 

総世帯数 

82,200世帯 

（出典：総務省「平成 30年住宅・土地統計調査」） 

築 40年以上 269 棟 

築 30年以上 662棟 

築 20年以上 1,318棟 
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マンションにおける空住戸化と賃貸住戸化の割合をみると、築 40 年以上のマ

ンションにおいては、空住戸割合が 10％程度以上のものが５割を超え、また、賃

貸住戸割合が 10％程度以上のものが９割近くあるなど、築年数の古いマンション

ほど空住戸・賃貸住戸の割合が高くなっています。 

 

  〈広島市の築年数別マンション空住戸割合〉 

〈広島市の築年数別マンション賃貸住戸割合〉 

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

０％   10％程度   20％程度以上   不明・無回答 

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

11.6%
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40年未満

築20年以上

30年未満

築10年以上

20年未満
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全体

43.2%

52.9%

80.1%

79.6%

82.9%

65.1%

40.0%

31.8%

13.0%

20.4%

12.2%

24.0%
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3.6%

0.7%

3.9%

5.3%

11.8%

6.2%
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40年未満

築20年以上

30年未満

築10年以上

20年未満

築10年未満

全体

０％ 10％程度 20%程度以上 不明・無回答
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⑷ マンションの管理状況 

広島市におけるマンションのうち、長期修繕計画を作成しているものの割合は

69.0％です。築 40 年以上のマンションにおける割合は 33.7％です。これは、築

10 年未満のマンションにおける割合が 92.7％であることと比較すると、大きな

差となっています。 

また、築 40年以上のマンションにおいて、11.6％が修繕積立金を徴収していま

せんでした。 

  

 

〈広島市のマンションにおける築年数別の修繕積立金の徴収状況〉 

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

〈広島市のマンションにおける築年数別の長期修繕計画作成状況〉 

33.7%

74.1%

82.2%

85.2%

92.7%

69.0%

24.2%

12.9%

9.6%

11.1%

13.7%

31.6%

8.2%

4.1%

1.9%

4.9%

11.1%

9.5%

1.2%

2.7%

1.9%

3.9%

1.1%

3.5%

1.4%

2.4%

2.4%

築40年以上

築30年以上

40年未満

築20年以上

30年未満

築10年以上

20年未満

築10年未満

全体

作成済み 作成を予定している 作成の予定はない その他 不明

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

87.4%

95.3%

96.6%

100.0%

95.1%

92.9%

11.6%

2.4%

2.7%

5.1%

1.1%

2.4%

0.7%

4.9%

1.9%

築40年以上

築30年以上

40年未満

築20年以上

30年未満

築10年以上

20年未満

築10年未満

全体

徴収している 徴収していない 不明
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⑸ 管理組合の運営状況 

広島市のマンションにおいて、マンション管理組合（以下「管理組合」といい

ます。）が将来の運営に不安を抱えているとするものは約９割以上と高い割合とな

っています。具体的には、「区分所有者の高齢化」や「建物の老朽化に対する適切

な維持修繕とその費用」、「役員のなり手不足」、「管理組合の活動に無関心な区分

所有者の増加」などが挙げられています。 

また、今後の管理組合運営において必要だと思うこととして、「区分所有者の管

理への関心」が約半数の管理組合で挙げられています。 

  

 〈管理組合の運営において将来不安なこと〉 

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

〈今後の管理組合運営において必要だと思うこと〉 

（令和４年度広島市マンション管理実態調査） 

47.8%

26.1%

17.6%

14.6%

14.3%

13.5%

10.1%

9.4%

7.3%

6.9%

1.3%

13.9%

区分所有者の「管理への関心」

耐震診断・工事費等の行政からの「助成金」

円滑な居住者間の「コミュニケーション」の形成

「修繕積立金制度」の充実

身近に「相談窓口」があること

管理等に関しての「専門家・アドバイザー」

管理組合間の「情報交換・交流」

わかりやすい「管理の解説書」

標準的な各種「使用細則」

管理等に関しての「講習会・交流会」

その他

特になし

59.7%

37.9%

30.0%

25.3%

13.9%

12.8%

12.4%

12.0%

8.6%

7.9%

1.9%

1.7%

0.4%

1.5%

7.9%

区分所有者の高齢化

建物の老朽化に対する適切な維持修繕とその費用

役員のなり手不足

管理組合の活動に無関心な区分所有者の増加

修繕積立金の運用

居住ルールを守らない居住者の増加

地震等災害による建物の損傷、安全性

賃貸住戸の増加

管理費等の未払いの増加

空き部屋の増加

利権を主張する区分所有者の増加

マンション内の犯罪の増加

居住目的外利用住戸の増加

その他

特に不安はない
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⑹ 現状 

広島市においてマンションは、平成 30 年時点における全世帯のうち 16.6％の

世帯が居住しているものであるとともに、その割合は年々増加傾向にあり、重要

な居住形態であるといえます。 

マンション棟数を築年数別にみると、築 40 年以上のマンションは令和４年度

時点で約 270棟となっており全体の１割を超えています。また、その数は今後 20

年間で約 4.9倍となり、マンションの高経年化が進んでいくことになります。 

また、マンションの居住者については、世帯主が 65歳以上の世帯の割合は平成

30年時点で３割を超え、今後、更に高齢者の割合が増加すると考えられます。居

住者の高齢化により相続等による空住戸化や転居等による賃貸住戸化が進行する

とともに、管理組合の担い手不足などによる管理機能の低下が懸念されます。 
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２ 課題 

⑴ 建物の高経年化による管理の困難化 

広島市においても、築年数が 40 年以上の高経年マンションが増加しています。

高経年マンションは、外壁の補修や、給排水設備の更新など大規模な修繕工事が

必要となりますが、そのためには、多額の費用や技術的・法律的な専門知識が必

要になります。 

ところが管理組合の中には、大規模な修繕工事のための長期修繕計画が作成さ

れていないものや修繕金の積立てが十分に行われていないものなど経済的な理由

等から検討が進まないものがあります。 

また、技術的・法律的な専門知識を十分持っていないものも多く、具体的な検

討が進みにくいという状況にもあります。  

⑵ 居住者等区分所有者の高齢化による管理体制の脆
ぜい

弱化 

マンションの管理主体は、区分所有者等で構成される管理組合であり、マンシ

ョンを適正に管理し老朽化させないための要となります。 

しかしながら、高経年マンションにおいては、居住者等の区分所有者の高齢化

や、相続等による空住戸化、転居等による賃貸住戸化の進行に伴い、区分所有者

の管理への関心の低下や管理組合の活動を行う担い手の不足が生じてきているも

のがあります。 

また、大規模修繕等のコンセンサスを形成していく上で欠かせない居住者等の

区分所有者間でのコミュニケーションについても十分でないものがあります。 

このように、高経年マンションにおける管理体制の脆弱化が懸念されています。 
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１ 施策の方針 

広島市におけるマンションの管理に関する課題として、建物の高経年化による管

理の困難化と居住者等区分所有者の高齢化による管理体制の脆弱化が挙げられま

すが、この「２つの老い」による課題が解決されることなく推移した場合、管理不

全の老朽化マンションが生じ、周辺環境に危害を及ぼすことが懸念されます。 

広島市において、将来、管理不全の老朽化マンションが生じた場合には、周辺環

境へ危害が及ばないように各種施策を講じていく必要があり、そのための施策につ

いても、今後、具体的に検討していく必要がありますが、本計画においては、まず

は、「２つの老い」の下においても、管理不全の老朽化マンションが生じることのな

いよう、次に掲げるとおり、予防的な施策を計画的に実施することを施策の方針と

します。 

⑴ 建物の管理の適正化への支援 

マンションは建築後年数が経つほど修繕等の管理に多額の経費がかかるように

なるとともに、修繕の方法や手続においても技術的・法律的に専門的な知識が必

要となってきます。 

そこで、大規模修繕等に関し住宅金融支援機構が実施している融資等の経済的

な支援について管理組合が活用できるよう周知するとともに、マンション管理士

等の専門家と連携して、修繕等の管理に関する相談や現地を訪問しての継続的な

アドバイスの実施など、建物を適正に管理し長く使い続けることができるよう、

支援を行っていきます。 

⑵ 管理組合の適切な運営への支援 

マンションが適正に管理されるためには、管理組合が十分に機能していること

が必要ですが、意識、価値観、経済力等が異なる区分所有者で構成される管理組

合は、その合意形成が難しい上に、構成員の高齢化により、その活動が停滞して

いくことが懸念されます。 

そこで、管理組合の運営について、知識やノウハウを習得したり、情報を交換

することができる場を設け、大規模な修繕などについても適時適切に意思決定で

きるよう、マンション管理士等の専門家とも連携して、管理組合が自立的・継続

的に運営できるための支援を行っていきます。 

第３章 施策の方針と数値目標 
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２ 数値目標 

マンションが適正に管理されるためには、管理組合において長期修繕計画が作成

され、計画的に大規模修繕等が行われていく必要があるため、この長期修繕計画を

作成している管理組合の割合を本計画における数値目標の指標とします。 

 

数値目標の指標 
現状 

(令和４年７月末時点) 
目標 

(令和９年度末時点) 

長期修繕計画を作成している 

管理組合の割合 
69％ 75％ 

  



   

 

 

 

2 
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管理組合によるマンション管理の適正化を推進するため、国のマンション管理適

正化指針に準じて、管理組合によるマンション管理の基本的な考え方並びに本市が

管理組合の管理者等に対して助言、指導等を行う際の判断基準の目安及び管理組合

作成の管理計画を認定する場合の基準を次のとおり定めます。 

第１ 管理組合によるマンション管理の基本的考え方 

１ 管理組合によるマンション管理の適正化の基本的方向  

マンションは、広島市における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マ

ンションの区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところです。  

このようなマンションの重要性に鑑み、マンションを社会的資産として、この

資産価値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下

の点を踏まえつつ、マンションの管理を行うことを基本とする必要があります。  

⑴ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組

合であり、管理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、

長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが必要です。特に、その経理

は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要があります。また、

第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結す

る必要があります。  

⑵ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての

役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、そ

の役割を適切に果たすよう努める必要があります。  

⑶ マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、

問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主

体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要です。  

⑷ さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者

等又は役員に就任することも考えられますが、その場合には、マンションの区

分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うととも

に、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担

保することが重要です。  

２ マンション管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項  

⑴ 管理組合の運営  

管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、そ

の意見を反映することにより成り立つものです。そのため、管理組合の運営は、

情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要があり

ます。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関です。したがって、管理組

合の管理者等は、その意思決定に当たっては、事前に必要な資料を整備し、集

会において適切な判断が行われるよう配慮する必要があります。 

管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等

を遵守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要

第５章 管理組合によるマンション管理の適正化に関する指針 
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があります。  

⑵ 管理規約  

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合とし

て管理規約を作成する必要があります。その作成に当たっては、管理組合は、

建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考と

して、当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、

適切なものを作成し、必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知す

ることが重要です。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分所有

者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即

した具体的な住まい方のルールを定めておくことも重要です。  

また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった

場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うと

ともに、法令等に則り、少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとる

ことが重要です。  

⑶ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化  

管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共

用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要

です。  

特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車

場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平

な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所

有者等の負担を明確に定めておくことが重要です。   

⑷ 管理組合の経理  

管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている

必要があります。このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴

収するとともに、管理規約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して

経理を行い、適正に管理する必要があります。  

また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとと

もに、マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示す

ることにより、経理の透明性を確保する必要があります。  

⑸ 長期修繕計画の作成及び見直し等  

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、

適時適切な維持修繕を行うことが重要です。特に、経年による劣化に対応する

ため、あらかじめ長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく

必要があります。  

長期修繕計画の作成及び見直しに当たっては、「長期修繕計画作成ガイドラ

イン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意

見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとす
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るよう配慮する必要があります。長期修繕計画の実効性を確保するためには、

修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者

等に十分周知させることが必要です。  

管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関

する図書等を保管することが重要です。また、この図書等について、マンショ

ンの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要です。  

なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の

検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討するこ

とが望ましいです。建替え等の検討に当たっては、その過程をマンションの区

分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十

分把握し、合意形成を図りながら進める必要があります。  

⑹ 発注等の適正化  

管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の

透明性確保や利益相反等に注意して、適正に行われる必要がありますが、とり

わけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、

マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が

必要です。 

⑺ 良好な居住環境の維持及び向上  

マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計

画の作成・周知や訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取決め、火災保

険への加入等、管理組合としてマンションにおける防災・減災や防犯に取り組

むことは重要です。  

また、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、

マンションにおけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合において

も、建物の区分所有等に関する法律に則り、良好なコミュニティの形成に積極

的に取り組むことが重要です。  

一方、自治会及び町内会等（以下「自治会」といいます。）は、管理組合と異

なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、

特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関

係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する必要があ

ります。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われ

るのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンショ

ンの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えありません。  

⑻ その他配慮すべき事項  

マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟

の連携をとって、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重

要です。  

複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を

図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要です。  
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また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取扱

いに当たっては、個人情報の保護に関する法律による個人情報取扱事業者とし

ての義務を負うことに十分に留意する必要があります。  

３ マンション管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事

項  

マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、

売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理

に関する事項に十分に留意することが重要です。また、管理組合及びマンション

の区分所有者等は、マンションを購入しようとする者に対するこれらの情報の提

供に配慮する必要があります。  

マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等

に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快

適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、

集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、定められた管理規約、集

会の決議等を遵守する必要があります。そのためにも、マンションの区分所有者

等は、マンションの管理に関する法律等についての理解を深めることが重要です。  

専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方

法につき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う

義務と同一の義務を負うことに十分に留意することが必要です。  

４ マンション管理の適正化のための管理委託に関する事項  

管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識した上

で、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション

標準管理委託契約書」を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的

方法（管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限

ります。）をもって管理委託契約を締結することが重要です。  

管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資

料を収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンシ

ョン管理業者の行う説明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要が

あります。  

管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会等を通じ

てマンションの区分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンシ

ョン管理業者の行う管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよ

う努める必要があります。  

万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、

当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション

管理業者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じる必要があります。 

  



   

20 

第２ 本市が管理組合の管理者等に対して助言、指導等を行う際の判断

基準の目安 

マンション管理適正化法第５条の２に基づき本市が管理組合の管理者等に対し

て助言、指導及び勧告を行う際の判断基準の目安は、次に掲げる事項が遵守されて

いない場合とします。 

 

１ 管理組合の運営 

⑴ 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること 

⑵ 集会を年に１回以上開催すること 

２ 管理規約 

管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと 

３ 管理組合の経理 

管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理する

こと 

４ 長期修繕計画の作成及び見直し等 

⑴ 長期修繕計画を作成し、必要に応じ、その見直しを行うこと 

⑵ 適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと 
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第３ 管理組合が作成した管理計画を本市が認定する場合の基準  

マンション管理適正化法第５条の３に基づき本市が管理組合作成の管理計画を

認定する管理計画認定制度を施行する場合の同法第５条の４第４号の基準は、次に

掲げる事項のいずれにも適合することとします。 

１ 管理組合の運営 

⑴ 管理者等が定められていること 

⑵ 監事が選任されていること 

⑶ 集会が年１回以上開催されていること 

２ 管理規約 

⑴ 管理規約が作成されていること 

⑵ マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上

必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められ

ていること 

⑶ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、

管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付又は電磁的方法による提供に

ついて定められていること 

３ 管理組合の経理 

⑴ 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること 

⑵ 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 

⑶ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月以上の滞納額が

全体の１割以内であること 

４ 長期修繕計画の作成及び見直し等 

⑴ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画

の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されて

いること 

⑵ 長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること 

⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が３０年以上で、かつ、残

存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定されていること 

⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 

⑸ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立

金の平均額が著しく低額でないこと 

⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕

計画となっていること 

５ その他 

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等

の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているととも

に、１年に１回以上は内容の確認を行っていること 
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国土交通省告示第千二百八十六号 
マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号。以下「法」と

いう。）第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な
方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。 
令和三年九月二十八日 

国土交通大臣 赤羽 一嘉 
 

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 

 
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住

空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制
度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっており、
国民の一割以上が居住していると推計される。 
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共

同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者等間の意思決定の難しさ、利用
形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど建物を維持
管理していく上で、多くの課題を有している。 
特に、今後、建設後相当の期間が経過したマンションが、急激に増大していくものと見込ま

れるが、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンション
は、区分所有者等自らの居住環境の低下のみならず、外壁等の剥落などによる居住者や近隣住
民の生命・身体に危害、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下を生じさせるなど深刻な問題
を引き起こす可能性がある。 
このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与

するためには、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政はマンションの管理状
況、建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を踏まえてマンションの管理の適正
化の推進のための施策を講じていく必要がある。 
この基本的な方針は、このような認識の下に、マンションの管理の適正化の推進を図るため、

必要な事項を定めるものである。 
 
一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項 

管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、
それぞれの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図る
ため、相互に連携して取組を進める必要がある。 
１ 管理組合及び区分所有者の役割 

マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所
有者等で構成される管理組合である。法第五条第一項においても、管理組合は、マンション
管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マン
ションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている。マンションストック
の高経年化が進む中、これらを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であり、管理
組合は、自らの責任を自覚し、必要に応じて専門家の支援も得ながら、適切に管理を行うと
ともに、国及び地方公共団体が講じる施策に協力するよう努める必要がある。 
マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識

して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努
める必要がある。 

２ 国の役割 
国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を

図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要があ
る。 
このため、マンション管理士制度及びマンション管理業の登録制度の適切な運用を図るほ

か、マンションの実態調査の実施、「マンション標準管理規約」及び各種ガイドライン・マ
ニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知、マンションの管理の適正化の推進に係る財
政上の措置、リバースモーゲージの活用等による大規模修繕等のための資金調達手段の確保、
マンション管理士等の専門家の育成等によって、管理組合や地方公共団体のマンションの管
理の適正化及びその推進に係る取組を支援していく必要がある。 
また、国は、マンションの長寿命化に係る先進的な事例の収集・普及等に取り組むととも

に、管理組合等からの求めに応じ、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必
要な情報提供等に努める必要がある。 

３ 地方公共団体の役割 
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理

の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。 

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 
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このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマン
ション管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理
計画認定制度を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備を図っていくことが望ましい。 
その際、特に必要がある場合には、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マ

ンション管理業者、マンションの管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うＮＰＯ法
人（以下「ＮＰＯ法人」という。）等の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検
討し、これらの関係者と連携を図りながら、効果的に施策を進めることが望ましい。 
さらに、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通したマ

ンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充
実を図るとともに、管理組合等からの求めに応じ、必要な情報提供等に努める必要がある。 
なお、管理が適正に行われていないマンションに対しては、マンション管理適正化指針等

に即し、必要に応じて法第五条の二に基づく助言、指導等を行うとともに、専門家を派違す
るなど能動的に関与していくことが重要である。 

４ マンション管理士及びマンション管理業者等の役割 
マンションの管理には専門的知識を要することが多いため、マンション管理士には、管理

組合等からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行うことが求められており、誠実にその業
務を行う必要がある。また、マンション管理業者においても、管理組合から管理事務の委託
を受けた場合には、誠実にその業務を行う必要がある。 
さらに、マンション管理士及びマンション管理業者は、地方公共団体等からの求めに応じ、

必要な協力をするよう努める必要がある。また、分譲会社は、管理組合の立ち上げや運営の
円滑化のため、分譲時に管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の案について適切に
定めるとともに、これらの内容を購入者に対して説明し理解を得るよう努める必要がある。 

二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項 
マンションの適切な管理のためには、適切な長期修繕計画の作成や計画的な修繕積立金の積

立が必要となることから、国においては、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）に基づ
く住生活基本計画（全国計画）において、二十五年以上の長期修繕計画に基づき修繕積立金を
設定している管理組合の割合を目標として掲げている。 
地方公共団体においては、国が掲げる目標を参考にしつつ、マンションの管理の適正化のた

めに管理組合が留意すべき事項も考慮し、区域内のマンションの状況を把握し、地域の実情に
応じた適切な目標を設定することが望ましい。 

三 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針（マンション管理適
正化指針）に関する事項 

本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、
その基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法第五条の二に基づき管理組合の管理者
等に対して助言、指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第五条の四に基づき管理
計画を認定する際の基準を別紙二に示すものである。 
１ 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向 

マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの
区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。 
このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価

値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、
マンションの管理を行うことを基本とするべきである。 
⑴ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管
理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、
適正な運営を行うことが必要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分
な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分
に検討して契約を締結する必要がある。 

⑵ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認
識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう
努める必要がある。 

⑶ マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、
マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応
をするよう心がけることが重要である。 

⑷ さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に
就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又
は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を
講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。 

２ マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 
⑴ 管理組合の運営 



 

10 

資料編 

管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反
映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営
の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の
最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたって
は、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要が
ある。 
管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、

マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。 
⑵ 管理規約 

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約
を作成する必要がある。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する
法律（昭和三十七年法律第六十九号）に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、
当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成
し、必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。さらに、
快適な居住環境を目指し、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するため
に、使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも
重要である。 
また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理

組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、
少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である。 

⑶ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化 
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範

囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。 
特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等

に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよ
う、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておく
ことが重要である。 

⑷ 管理組合の経理 
管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている必要がある。

このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に
基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。 
また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マン

ションの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の
透明性を確保する必要がある。 

⑸ 長期修繕計画の作成及び見直し等 
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切

な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ
長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。 
長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参

考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あら
かじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期
修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それ
らをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。 
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等

を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の
求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。 
なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う

際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え
等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に
配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要があ
る。 

⑹ 発注等の適正化 
管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保

や利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組
合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼さ
れるような発注等に係るルールの整備が必要である。 

⑺ 良好な居住環境の維持及び向上 
マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計画の作成・

周知や訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取り決め、火災保険への加入等、管理
組合としてマンションにおける防災・減災や防犯に取り組むことは重要である。 
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また、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンショ
ンにおけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則
り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要である。 
一方、自治会及び町内会等（以下「自治会」という。）は、管理組合と異なり、各居住者

が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途について
は、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、
支出を分けて適切に運用する必要がある。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係
る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化など
のマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 

⑻ その他配慮すべき事項 
マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をと

って、全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である。複合用途型
マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負
担等について適切な配慮をすることが重要である。 
また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いにあた

っては、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）による個人情報取扱
事業者としての義務を負うことに十分に留意する必要がある。 

３ マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項 
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約

だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分
に留意することが重要である。また、管理組合及びマンションの区分所有者等は、マンショ
ンを購入しようとする者に対するこれらの情報の提供に配慮する必要がある。 
マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等に配慮を要

する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資
産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運
営に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。そのた
めにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等についての理解を
深めることが重要である。 
専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、

マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負
うことに十分に留意することが必要である。 

４ マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項 
管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理

事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約書」
を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法（管理組合の管理者等又はマ
ンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。）をもって管理委託契約を締結すること
が重要である。 
管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、

マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明
会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。 
管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会等を通じてマンショ

ンの区分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管
理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある。 
万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マン

ション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する
団体にその解決を求める等の措置を講じる必要がある。 

四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの
建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項 
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、

一方で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老
朽化したマンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、
マンションの建替え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環
境や地震に対する安全性等の向上を実現することが重要である。 
マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成十四年法律第七十八号）では、地震に対

する安全性が不足しているマンションや外壁等の剥落により周囲に危害を生ずるおそれのある
マンション等を、建替え時の容積率特例やマンション敷地売却事業及び団地型マンションにお
ける敷地分割事業の対象とし、また、バリアフリー性能が不足しているマンション等を含めて
建替え時の容積率特例の対象としている。 
マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例を活用し

た建替え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合
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意形成を図っておくことが重要である。管理組合においては、区分所有者等の連絡先等を把握
しておき、必要に応じて外部の専門家を活用しつつ、適切に集会を開催して検討を重ね、長期
修繕計画において建替え等の時期を明記しておくこと等が重要である。 

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 
マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠で

あることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報
提供等について、その充実を図ることが重要である。 
国においては、法及びマンション管理適正化指針の内容の周知を行うほか、「マンション標

準管理規約」や各種ガイドライン・マニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知を行って
いく必要がある。 
また、国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士、ＮＰＯ

法人等の関係者が相互に連携をとり、管理組合等の相談に応じられるネットワークを整備する
ことが重要である。 
地方公共団体においては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊

かで地元の実情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者、ＮＰＯ法人等の協力
を得て、セミナーの開催やマンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。 
マンション管理適正化推進センターにおいては、関係機関及び関係団体との連携を密にし、

管理組合等に対する積極的な情報提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必
要がある。 
これらのほか、国、地方公共団体、関係機関等は、管理計画認定制度の周知等を通じて、こ

れから管理組合の一員たる区分所有者等としてマンションの管理に携わることとなるマンショ
ンを購入しようとする者に対しても、マンションの管理の重要性を認識させるように取り組む
ことも重要である。 

六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 
マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在するが、中でも大

都市圏への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理上の課題が顕在化しているものも
多い。また、大都市以外でも、都市近郊の観光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリ
ゾートマンションを多く有する地域もある。 
地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえつつ、法及び本基

本方針に基づき、住生活基本計画（都道府県計画）（市町村にあっては住生活基本計画（全国
計画）（令和三年三月十九日閣議決定）第４（４）に基づく市町村計画を含む。以下同じ。）と
調和を図るほか、マンションの管理の適正化の推進に関する施策の担当部局と福祉関連部局、
防災関連部局、まちづくり関連部局、空き家対策関連部局、地方住宅供給公社等と連携し、マ
ンション管理適正化推進計画を策定することが望ましい。 
１ マンションの管理の適正化に関する目標 

区域内のマンションの状況に応じ、二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を
設定している管理組合の割合等、明確な目標を設定し、その進捗を踏まえ、施策に反映させ
ていくことが望ましい。 

２ マンションの管理の状況を把握するために講じる措置に関する事項 
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、大規模団地や長屋型のマンション等も

含めた区域内のマンションストックの状況を把握した上で、マンションの管理の実態につい
て把握することが重要であり、登記情報等に基づくマンションの所在地の把握、管理組合へ
のアンケート調査等の実態調査、条例による届出制度の実施等、地域の状況に応じた措置を
位置づけることが考えられる。 
なお、マンションの管理の実態の把握については、規模や築年数等に応じ、対象を絞って

行うことも考えられる。 
３ マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項 

地域の実情に応じてニーズを踏まえつつ、適切な施策を行っていくことが重要であり、管
理組合向けのセミナーの開催、相談窓口の設置、マンション管理士等の専門家の派違、長期
修繕計画の作成等に必要な取組に対する財政支援等を位置づけることが考えられる。 
また、きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精通したマンショ

ン管理士等の専門家、マンション管理業者等の事業者、管理組合の代表者、ＮＰＯ法人等で
協議会を設置することも考えられる。 
このほか、必要に応じ、地方住宅供給公社によるマンションの修繕その他の管理に関する

事業を定めることが考えられる。この場合において、地方住宅供給公社は、当該都道府県等
の区域内において、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定
する業務のほか、管理組合の委託により、当該事業を行うことができる。 

４ 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針（都道府県等マンション管理適正
化指針）に関する事項 
法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マ
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ンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めることとなるほ
か、都道府県等マンション管理適正化指針は、法第五条の二に基づく助言、指導等の基準や、
法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準ともなり得るものである。 
マンション管理適正化指針と同様のものとすることも差し支えないが、必要に応じ、例え

ば、浸水が想定される区域においては適切な防災対策を講じていることなど地域の実情を踏
まえたマンションの管理に求められる観点や水準を定めることが望ましい。 

５ マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可

欠であることから、マンション管理適正化推進センターやマンション管理士会、ＮＰＯ法人
等と連携したセミナーの開催、相談窓口の設置、専門家の派違や、これらの取組を広く周知
することを位置づけることなどが考えられる。 

６ 計画期間 
地域のマンションの築年数の推移や、人口動態等の将来予測を踏まえて、適切な計画期間

を設定することが望ましいが、例えば、住生活基本計画（都道府県計画）が、計画期間を十
年とし、五年毎に見直しを行っている場合にはこれと整合を図ることなどが考えられる。 

７ その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項 
管理計画認定制度の運用にあたって、例えば、法第五条の十三に基づく指定認定事務支援

法人を活用する場合にはその旨等を定めることが考えられる。 
このほか、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。 

七 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項 
１ マンション管理士制度の一層の普及促進 

マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマン
ション管理適正化推進センターは、マンション管理士制度がより一層広く利用されることと
なるよう、その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努め
る必要がある。 
なお、管理組合は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理

士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。 
２ 管理計画認定制度の適切な運用 

管理計画認定制度の活用によって、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場に
おいて評価される環境整備が図られることが期待されることから、同制度を運用する地方公
共団体においては、その積極的な周知を図るなど適切に運用していくことが重要である。 
また、国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンション

の適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要であること
から、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マ
ンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある。 
なお、地方公共団体は、指定認定事務支援法人に、認定に係る調査に関する事務を委託す

ることも可能であり、必要に応じてこれを活用するとともに、指定認定事務支援法人は個人
情報等も扱う可能性があることや利益相反も想定されることに鑑み、委託する際は適切に監
督を行う必要がある。 

３ 都道府県と市町村との連携 
法において、都道府県は町村の区域内に係るマンション管理適正化推進行政事務を行うこ

ととされているが、市区町村と連携を図り、必要に応じて市区の区域内を含めて施策を講じ
ていくことが重要である。 
また、町村が地域のマンションの詳細な実情を把握していることも想定されることから、

都道府県と町村においては、連絡体制を確立し、密に連携をとる必要がある。 
なお、法第百四条の二に基づき、町村がマンション管理適正化推進行政事務を行う場合に

は、都道府県と適切に協議を行い、必要な引継ぎを確実に受けるほか、その旨を公示等で周
知するなど同事務の実施に遧漏のないようにする必要がある。 

４ 修繕等が適切に行われていないマンションに対する措置 
法第五条の二において、都道府県等は管理組合の管理者等に対してマンションの管理の適

正化を図るために必要な助言、指導及び勧告を行うことができることとされているが、助言
等を繰り返し行っても、なおマンションの管理の適正化が図られないことも考えられる。修
繕等が適切に行われなかった結果、老朽化したマンションがそのまま放置すれば著しく保安
上危険となり、又は著しく衛生上有害な状態となる恐れがあると認められるに至ったなどの
場合には、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）に基づき、特定行政庁である地方公
共団体が改善の命令等の強制力を伴う措置を講じることも考えられる。 

５ 修繕工事及び設計コンサルタントの業務の適正化 
マンションの修繕工事や長期修繕計画の見直しにあたっては、管理組合の専門的知識が不

足し、修繕工事業者や設計コンサルタント等との間に情報の非対称性が存在する場合が多い
ことから、国は、管理組合に対する様々な工事発注の方法の周知や修繕工事の実態に関する



 

14 

資料編 

情報発信、関係機関とも連携した相談体制の強化等を通じて、マンションの修繕工事や設計
コンサルタントの業務の適正化が図られるよう、必要な取組を行う必要がある。 

６ ＩＣＴ化の推進 
国は、ＷＥＢ会議システム等を活用した合意形成の効率化や、ドローンを活用した外壁の

現況調査等、モデル的な取組に対して支援することにより、ＩＣＴを活用したマンションの
管理の適正化を推進していく必要がある。 
また、法第七十二条第六項及び第七十三条第三項では、管理組合の負担軽減及びマンショ

ン管理業者の生産性向上の観点から、重要事項説明時や契約成立時の書面交付について、Ｉ
Ｔを活用した電磁的記録による交付が可能である旨定められている。併せて、通常、対面で
行われる重要事項の説明等についても、ＩＴを活用した説明が可能であり、これらについて
マンション管理業者の団体等を通じて広く周知していくことが重要である。 

 
附 則 

１ この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円
滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和二年法律第六十二号）の施行の日から施行する。 

２ マンションの管理の適正化に関する指針（平成十三年国土交通省告示第千二百八十八号）は
廃止する。 
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別紙一 法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安 
法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導及び勧告を行う際の判断の基

準の目安は、以下の事項が遵守されていない場合とする。 
なお、個別の事案に応じて以下の事項以外の事項についても、基本方針三のマンション管理

適正化指針や基本方針六４の都道府県等マンション管理適正化指針に即し、必要な助言及び指
導を行うことは差し支えない。 
１管理組合の運営 
⑴管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること 
⑵集会を年に一回以上開催すること 

２管理規約 
管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと 

３管理組合の経理 
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること 

４長期修繕計画の作成及び見直し等 

適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと 

 

別紙二 法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準 
法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとす

る。 

１管理組合の運営 
⑴管理者等が定められていること 
⑵監事が選任されていること 
⑶集会が年一回以上開催されていること 

２管理規約 
⑴管理規約が作成されていること 
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの
専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること 

⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財
務・管理に関する情報の書面の交付（または電磁的方法による提供）について定められて
いること 

３管理組合の経理 
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること 
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以
内であること 

４長期修繕計画の作成及び見直し等 

⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこ
れに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること 

⑵長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること 
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大
規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること 

⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が
著しく低額でないこと 

⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となって
いること 

５その他 

⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に
迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上
は内容の確認を行っていること 

⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
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第３章 策定方針と施策の方向性 
２ 位置付け 

◇ この指針は、本県の住宅施策の基本的な事項を定めた住生活基本計画（広島県計画）
に基づくとともに、マンション管理適正化法第３条第１項に基づく国の「マンション
管理の適正化の推進を図るため基本的な方針（以下、「国基本方針」という。）」を反
映し、県内地方自治体が行うマンション管理の適正化に関する取組の指針となる事項
等を定めるものとします。 

４ マンション管理の適正化に向けた３つの基本的な考え方  
⑴ 管理組合等による自律的で適切な管理の促進  

◇ マンションは私有財産であり、マンションの管理組合は区分所有法や管理規約等に
基づき、自律的に適切な管理を行う必要があります。また、国のマンション標準管理
規約おいて、理事会は業務執行の決定や理事の職務執行の監督等の職務を行うとされ
ています。  

◇ 管理組合が自律的で適切な管理を行うため、理事会が設置されている場合には、マ
ンションの管理規約に定められている職務に応じて理事会を定期的に開催するなど、
適切に運営する必要があります。その一方で、マンションの管理には専門的な知識を
要する事項が多く、管理組合役員の輪番制が多いことや、多額の資金と調整等を要す
る大規模修繕工事を十数年に一回程度実施する等のマンション管理の実態を踏まえる
と、区分所有者のみで必要な対応をしていくことは担い手の確保や専門性の面で限界
があります。こうした状況にある中、必要に応じてマンション管理士等の専門的知識
を有する者に相談する、管理事務をマンション管理業者に委託する等、専門家の支援
を受けることは、管理組合による主体性を持った適切な管理を持続的に行っていくう
えで有効です。  

◇ 地方公共団体においては、マンション管理組合によるマンションの自律的で適切な
管理が行われるよう、マンション管理士制度の普及を図るとともに、マンション管理
士等の専門的知識を有する者の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実や、管
理組合等からの求めに応じた情報提供を適切に行う必要があります。  

⑵ 地方公共団体による適切な助言・指導等の実施  
ア マンション実態調査の実施  
◇ 地方公共団体がマンション管理適正化法に基づき、適正な管理が行われていないマ
ンションに対し、適切な助言・指導を行い、マンション管理の適正化を図っていくた
めには、まず、管轄区域内のマンションの全数を把握したうえで、各マンションの管
理状況の実態調査を行う必要があります。  

◇ 県では、平成 24 年度に全県を対象にマンション管理実態調査を実施し、県内のマ
ンションの台帳を作成しており、この台帳を参考に、地方公共団体は管轄区域内のマ
ンションに対し、管理状況の実態調査を行うことが考えられます。  

◇ 管理状況の実態調査については、第１段階として、管理組合等に対するアンケート
調査によることが考えられます。アンケート調査を実施しても回答が得られない場合
は、第２段階として、現地での外観目視調査や区分所有者へのヒアリング調査を実施
する等の方法で調査を行い、区域内のマンションの全数の管理状況を把握に努める必
要があります。  

◇ なお、現地調査による実態把握にあたっては、マンション管理の専門家であるマン
ション管理士の団体と連携することで効率的な実施を図ることが期待できます。調査
の財源として、国の支援制度（マンション管理適正化・再生推進事業（事業期間：令和
４～６年度。以下同じ。））を活用することが可能です。 

◇ 管轄区域内のマンション数が多く、一度に調査が難しい場合は、築年数・規模・地
区ごとに実施年度を分けて調査する方法も考えられます。  

イ 管理不全マンションへの対する助言・指導等の実施  
◇ 管理組合が組織されてない、長期修繕計画に基づく修繕積立金が積み立てられてい
ない等、管理が適切に行われていないマンションについては、管理計画認定制度の適
切な運用や管理適正化に向けた情報提供だけでは改善を期待することができません。
このため地方公共団体は、管理水準の低いマンションの把握及びマンション管理適正
化法第５条の２に基づく助言・指導等を行う必要があります。  

◇ 助言・指導等を行ううえでは、助言等に至る流れや管理組合に求める具体的な措置
等について記載された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の２に
基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン（以下、「指導・助言ガイドライン」
という。）」（令和３年 11 月）を参考にすることができます。  

◇ なお、助言・指導等を行う際の判断の基準の目安については、国の目安に地方公共
団体が独自基準を追加することができます。国の「指導・助言ガイドライン」にも記
載があるように、ハード面の状況を理由とした助言・指導等はマンション管理適正化

広島県マンション管理適正化推進指針 （抜粋） 
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法の趣旨ではありませんが、ハード面で適切な管理がされていない場合には、マンシ
ョンの管理・運営等のソフト面においても適切な管理がなされていないことが考えら
れるため、助言・指導等の判断の目安として設定することが考えられます。  

◇ このように、マンション管理適正化法に基づく助言・指導等は、主として管理水準
が低いことが、建物の設備及び構造等のハード面に管理不全として顕在化することを
防止する目的であることに留意しなければなりません。  

◇ 国の目安には、管理組合の運営において理事会の開催に関する基準がありませんが、
理事会は管理規約に基づき、業務執行の決定や理事の職務執行の監督等、区分所有者
全員の代表的役割を担うものです。広島県が平成 24 年度に実施した「広島県マンシ
ョン実態調査」では、「理事会をほとんど実施していない」との回答が約４パーセン
トありました。また、ハード面の管理不全が見られた場合には、周辺環境への影響等
を考慮し、原因となる管理運営上の問題を特定することを待たず、早期に助言等を行
う必要があるものと考えられます。これらのことを踏まえ、独自の判断基準の目安と
して次の事項を追加することが考えられます。  
（管理組合の運営）  
・ 管理規約に定められている職務に応じて、理事会が定期的に開催されていない（理

事会が設置されている場合に限る。）  
（長期修繕計画の作成及び見直し等）  
・ 建物の劣化や損傷が発生した場合又は見込まれる場合は早急な点検及び修繕の必要

性について、管理組合で検討するなどの対応がされていない  
◇ これらの助言・指導と合わせて実施する、修繕積立金・長期修繕計画等の水準を適
正化するための専門家派遣等の支援については、国のマンション管理適正化・再生推
進事業が活用できます。  

◇ なお、管理不全が顕在化したマンションがそのまま放置され、周辺環境に著しく危
険を及ぼす、又は衛生上有害な状態となるおそれがあると認められる場合には、建築
基準法に基づき、特定行政庁において強制力を伴う措置を検討することも考えられま
す。特定行政庁以外の市については、所管の県建設事務所と情報交換を行う等、連携
をして対応していくことも必要です。  

ウ マンション管理計画認定制度の運用  
◇ 地方自治体は、マンション管理適正化推進計画を策定することにより、管轄区域内
において、適正な管理が行われているマンションの管理計画を認定することが可能と
なります。県及び市は、この制度を適切に運用し、マンションの管理水準の維持向上
を促進するとともに、管理状況が市場において評価される環境の整備を図り、適切な
管理に向けた管理組合の自律的な取組の誘導を図る必要があります。  

◇ 管理計画認定制度については、国の認定基準に地方公共団体が独自基準を追加する
ことができます。本県においては、県全体に甚大な被害を及ぼすと想定される南海ト
ラフ巨大地震への備えや、近年の土砂災害の頻発等を踏まえ、主として防災面から次
の基準を追加することが考えられます。  
（耐震対策）  
・ 耐震診断を実施していること。ただし、その結果が建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第 123 号）第 17 条第３項第一号の国土交通大臣が定める
基準に適合していない場合は、耐震改修工事の実施等について、管理組合の総会等
で検討が行われていること（いずれも昭和 56 年５月 31 日以前に建築基準法に基
づく確認済証の交付及び着工されたマンションに限る。）  

（土砂災害対策）  
・ 土砂災害に対する擁壁の整備等の土砂災害対策の実施について、管理組合の総会等

において検討等が行われていること（「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）」第９条第１項の規定による
土砂災害特別警戒区域の指定前に建築基準法に基づく確認済証の交付及び着工さ
れたマンションに限る。）  

（防災対策全般）  
・ ハザードマップ等により、マンションが立地している場所の災害リスク（洪水・土

砂災害リスク等）を周知していること 
・ 災害の種類に応じた避難場所及び避難経路を周知していること  
・ 県や市町が行う防災の取組（マイ・タイムラインの作成等）を周知していること  

◇ マンション管理適正化推進計画の策定にあたっては、参考として国の「マンション
管理適正化推進計画作成の手引き」（令和４年４月）が示されている他、管理計画認
定制度の運用にあたっては、国において、認定基準の確認方法等を記載した「マンシ
ョンの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３に基づくマンションの管理計画認
定に関する事務ガイドライン（以下、「管理認定ガイドライン」という。）」（令和３
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年 11 月）が策定されています。 
◇ マンション管理計画の認定にあたっては、令和４年４月から公益財団法人マンショ
ン管理センターが管理計画認定手続支援サービス（事前確認）を行っており、同セン
ターが発行する事前確認適合証を活用することで、審査に係る事務的な負担を軽減す
ることが可能です。ただし、変更認定申請については現時点では対応していないので、
注意が必要です。（このサービスは、（公財）マンション管理センターが実施する事前
確認に係る講習を受けたマンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認し、
認定基準を満たしていると考えられるものは同センターが事前確認適合証を発行する
もの。） 

◇ また、マンション管理計画の認定事務の一部を指定認定事務支援法人に委託するこ
とも可能です。  

◇ 管理状況が市場において評価される環境の整備を図るための取組として、県や市は
認定取得の有無について公表していくことが考えられます。 

◇ 管理計画認定申請等に関して、マンション管理士等による管理組合等への相談体制
の整備について、国のマンション管理適正化・再生推進事業が活用可能です。 

◇ 管理計画認定を受けたマンションを取得等する場合において金利の引下げが受けら
れます。（住宅金融支援機構融資（フラット 35、マンション共用部リフォーム融資）） 

エ 分譲時点からの適切な管理の確保  
◇ マンションの分譲時点においては、管理組合の経験が浅いことから、管理のルール
等が未制定であることや、適切な修繕積立金額が設定されていないなどの管理水準の
不備等を認知することが困難であり、のちに管理不適正につながる可能性が懸念され
ます。  

◇ 国基本方針では、「国においては、（中略）新築分譲マンションを対象とした管理
計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センターと連
携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」として、新築マンションを対象と
した認定（予備認定）を運用しています。県及び市においても、この予備認定を管理
計画認定制度と一体的に運用することで、全体としてマンションの適正な管理につな
げていくことが可能となります。当該施策の周知啓発などの取組を実施し、分譲時点
からの適切な管理を促進する必要があります。なお、予備認定を受けた新築マンショ
ンを取得する場合、住宅金融支援機構の【フラット 35】の金利が引き下げられること
となっています。  

◇ また、長期的に適切な維持保全を推進するために、長期優良住宅の認定取得に向け
た周知啓発などの取組を実施することも考えられます。 

５ 県及び市町の役割 
市においては、国基本方針やこの指針を参考として、積極的にマンション管理適正化推進

計画を策定するとともに、各種施策に取り組む等、市の区域内のマンション管理の適正化の
取組を実施します。 

 
第４章 施策及び取組 

目指す姿の実現に向けた３つの基本的な考え方を踏まえ，３つの施策と７つの取組を設定し，
県及び市町が連携して取り組みます。 
施策１ マンションの適切な管理・維持修繕の促進 
取組１ マンション管理士制度の普及 
◇ 県内地方公共団体は，マンション管理組合の運営，建物構造の技術的問題等の管理に
関して専門的な知識を持ち，管理組合の管理者又はマンションの区分所有者の相談に応
じ，助言，指導その他の援助を行うことを業務とする「マンション管理士」制度につい
て普及を進めることにより，マンションの適切な管理の促進を図ります。 

取組２ マンション管理に関する情報提供 
◇ 県内地方公共団体は，関係団体と連携し，マンションの管理等の課題に応じた相談窓
口の紹介や相談会の情報提供等を行うとともに，住宅金融支援機構の大規模修繕費用等
に関する融資制度の情報提供を行います。 

施策２ 改正マンション管理適正化法に基づくマンション管理の適正化の推進 
◇ 県内地方公共団体は，マンション管理適正化法に基づき，必要に応じて助言及び指導等
を行うとともに，マンション管理適正化推進計画を策定し，一定の基準を満たすマンショ
ンの管理計画を認定する等，マンション管理の適正化を図ります。 

取組１ マンション実態調査の実施 
◇ 県内地方公共団体は，管轄区域内のマンションについて，全数を把握したうえで，マ
ンションの管理状況に関するアンケート調査を実施し，必要に応じて現地での目視調査
や区分所有者等へのヒアリング調査を実施し，管理状況の実態把握に努めます。 

取組２ 管理不全マンションへの助言・指導・勧告の実施 
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◇ 県内地方公共団体は，実態調査の結果，管理組合が適切に運営されていない等，適切
な管理が行われていないマンションを把握した場合は，管理組合等に対して注意喚起や
マンションの管理運営に関する知識の普及啓発を行うとともに，必要に応じて，マンシ
ョン管理適正化法第５条の２に基づく助言・指導及び勧告を行います。 

◇ 県内地方公共団体は，管理組合向けセミナーの開催等，管理組合に対する支援情報を
提供します。 

取組３ マンション管理計画認定制度の運用 
◇ 県内地方公共団体は，マンション管理適正化法第３章の規定による管理計画認定制度
を地域の特性に合わせて適切に運用し，マンションの管理水準の維持向上を促進します。 

◇ また，関係団体等と連携し，各団体窓口やホームページ，SNS，セミナー等を通じて管
理計画認定制度の普及・啓発を行います。 

取組４ 分譲時からの適切な管理の確保 
◇ 県内地方公共団体は，国がマンション管理適正化推進センター（（公財）マンション
管理センター）と連携しながら実施する，新築分譲マンションを対象とした管理計画を
予備認定する仕組みについて広く周知し，マンションの分譲時点の発足後間もない管理
組合が，適切な管理を目指すよう意識醸成を図ります。 
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第２部 まちづくりの展開 
第６章 安全で安心して生活でき、豊かな自然を将来に引き継ぐまちづくり 
第１節 安全・安心に暮らせる生活基盤の整備 
第３項 生活環境の維持・改善 

 現状と課題  

本市では、戦後、公的住宅の整備とともに、民間住宅の建設や住宅団地の開発が進ん
だことから、住宅供給が進み、生活機能面で利便性の高い中心部や、戸建てが多い郊外
の住宅団地など、市民のライフステージに沿った居住環境が整っている。しかしながら、
近年、人口の伸びの鈍化や高齢化の進展、核家族化などにより、空き家等の増加や地域
コミュニティの活力低下などの問題が顕在化している。とりわけ、高度経済成長期に造
成された多くの住宅団地では、高齢化や人口減少が一斉に進行し、その傾向が顕著に現
れている。このため、今後とも、市民がそれぞれのライフステージ等に応じ、居住環境
を選択できるとともに、全ての市民が安心して、また、地域への愛着を感じながら暮ら
すことができるよう、市民や企業等と連携し、安全・安心な居住環境の維持・改善を図
る必要がある。 
また、本市は、道路や公園、上下水道等の施設の計画的な整備に取り組んでおり、今

後とも、市民生活の快適性や利便性の向上を図るため、その整備を進めていく必要があ
る。一方、これらの施設の多くは、高度経済成長期に整備したものであり、施設が経年
劣化し、一部には老朽化による施設の破損事例が発生している。このため、予算執行の
平準化とライフサイクルコストの縮減に着目しながら、施設の機能と市民の安全を確保
することができるよう、各施設の特性に応じ、計画的な老朽化対策に取り組む必要があ
る。 
さらに、本市は、公共施設や公共交通等のバリアフリー化など、福祉のまちづくりを

推進している。今後とも、高齢者や障害者を始め誰もが活動しやすく、安全で快適に生
活できるよう、その推進を図る必要がある。 

 基本方針  

１ 居住環境の維持・改善 

⑴ 良質な住宅を次世代に継承していけるよう、市民への意識啓発により、住宅の適
切な維持管理を促すとともに、耐震化・バリアフリー化等のリフォームへの支援に
より、住宅性能の向上を図るなど、良質な住宅ストックの形成に取り組む。 

⑵ 地域が主体的・継続的に行う街並みルールづくりの支援などにより、良好な居住
環境の保全・形成に取り組む。 

⑶ 空き家所有者等への意識啓発などにより、空き家の適切な管理や流通・活用を促
進するとともに、空き家等が増加している住宅団地などにおいて、子育て世帯の住
み替えや、地域が主体的・継続的に行う空き家等を活用した活動拠点の確保を支援
するなど、空き家対策を推進する。 

  

第６次広島市基本計画（抜粋） 
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広島市では、令和４年度において、マンション管理の実態調査を行い、マンション

の管理状態や大規模修繕等の具体的な実態について把握しました。 

この結果については、以後も追加の実態調査等の情報により、必要な更新を行い、

マンションの適切な管理の指導等において活用していきます。 

 

１ 調査の概要 

⑴ 調査目的 

広島市の区域内におけるマンション管理の課題等を明らかにし、広島市マンシ

ョン管理適正化推進計画の策定などマンション管理の適正化の推進に活用するこ

とを目的として、マンションの管理状況等に関するアンケート調査を実施しまし

た。 

 

⑵ 調査内容 

ア 調査対象     広島市の区域内のマンション管理組合 1,982組合 

イ 調査方法     郵送配布・郵送回収 

ウ 調査期間     令和４年６月２日～６月３０日 

エ 有効回収数（率） 467票（23.6％） 

オ 調査項目     ・ マンションの概要について 

・ マンション居住者の状況について 

・ 施設・設備の概要について 

・ 管理組合の運営状況について 

・ 管理委託について 

・ 会計関係について 

・ 修繕・建替え関係について 

・ 災害や事故への対応について 

・ 維持管理関係について 

・ 入居者のコミュニティ関係について 

・ 行政支援について 

 

⑶ 調査結果の見方 

ア 比率は全て百分率で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しました。

そのため、百分率の合計が 100％にならないことがあります。 

イ 複数回答が可能な設問は、回答の合計は調査数を上回ることがあります。 

ウ 図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合があります。 

エ 数表、図表、文中に示す nは、問に対する標本数を表しています。 

  

令和４年度広島市マンション管理実態調査結果 
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２ 調査結果 

⑴ マンションの概要について 

問１ 管理しているマンションについて教えてください。 

①所在地 

 

 

 

 

 

 

 

   ②用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③類型 

 

 

 

 

 

 

 

   ④総戸数 

 

 

 

 

 

 

  

29.6 11.3 15.4 20.8 10.9

2.8 1.3

6.9 1.1
全体

(n=467)

(%)

中区 東区 南区 西区

安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区 無回答

79.9 19.1

0.2

0.9
全体

(n=467)

(%)

住居専用 住居と店舗・事務所の複合 その他 無回答

91.6

4.7

3.6
全体

(n=467)

(%)

単棟型マンション 団地型マンション 無回答

17.8 22.7 27.2 14.6 16.5 1.3
全体

(n=467)

(%)

20戸以下 21～30戸 31～50戸 51～74戸 75戸以上 無回答
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   ⑤階数 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑥築年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦竣工時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑧適用されている耐震基準 

 

  

6.6 38.5 41.5 12.6 0.6
全体

(n=467)

(%)

１～４階建て ５～９階建て 10～14階建て 15階建て以上 無回答

8.8 11.6 31.3 18.2 20.3 9.9
全体

(n=467)

(%)

築10年未満 築20年未満 築30年未満 築40年未満 築40年以上 無回答

0.9

15.2 20.6 28.9 14.1 9.4

1.9

9.0
全体

(n=467)

(%)

昭和45年以前 昭和46～55年 昭和56～平成２年 平成３～12年

平成13～22年 平成23～29年 平成30年以降 無回答

20.3 70.4 9.2
全体

(n=467)

(%)

旧耐震基準(1981年(昭和56年)６月以前にマンションの工事に着手したもの)

新耐震基準(1981年(昭和56年)７月以後にマンションの工事に着手したもの)

無回答
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     ⑨災害危険性 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 管理組合の有無について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

⑵ マンション居住者の状況について 

問３ 賃貸化している住戸（区分所有者自身で居住していない住戸）はどのくら

いですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 【築年数別】 

 

 

 

 

  

4.9 1.9 

65.5 19.3 8.4 
全体

(n=467)

(%)

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に該当する 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に該当する

両方とも該当しない わからない

無回答

4.9 1.9 

65.5 19.3 8.4 
全体

(n=467)

(%)

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に該当する 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に該当する

両方とも該当しない わからない

無回答

98.1

1.1

0.9
全体

(n=467)

(%)

管理組合がある 管理組合がない 無回答

18.8 45.0 13.1 7.3

3.0 2.6 3.6 4.9

1.7
全体

(n=467)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

36.6 

29.6 

24.0 

5.9 

11.6 

46.3

42.6

52.7

42.4

36.8

7.4

8.9

21.2

20.0

7.3

5.6

4.8

8.2

9.5

1.4

4.7

8.4

0.7

4.7

6.3

2.4

3.7

1.4

8.2

4.2

4.9

9.3

5.5

2.4

3.2

2.4

1.9

2.4

築30年未満
(n=146)

築40年未満
(n=85)

築40年以上
(n=95)

築10年未満
(n=41)

築20年未満
(n=54)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

11.6 

5.9 

24.0 

29.6 

36.6 

36.8

42.4

52.7

42.6

46.3

20.0 

21.2 

8.9 

7.4 

9.5

8.2

4.8

5.6

7.3

8.4

4.7

1.4

6.3

4.7

0.7

4.2

8.2

1.4

3.7

2.4

3.2

2.4

5.5

9.3

4.9

2.4

0.7

1.9

2.4

築40年以上

（ｎ＝95）

築30年以上

40年未満

（ｎ＝85）

築20年以上

30年未満

（ｎ＝146）

築10年以上

20年未満

（ｎ＝54）

築10年未満

（ｎ＝41）

(%) 
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問４ 空室の割合はどのくらいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【築年数別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 高齢者（65歳以上）の方のみが居住している戸数はどのくらいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2

18.0 12.2 13.1 7.7 7.9 7.5 28.9 1.5
全体

(n=467)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

65.1 24.0

2.4

0.9 0.2 0.4

5.6

1.5
全体

(n=467)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

82.9 

79.6 

80.1 

52.9 

43.2 

12.2

20.4

13.0

31.8

40.0

0.7

1.2

7.4

1.2

2.1 1.1

1.2

1.1

4.9

5.5

9.4

4.2

0.7

2.4

1.1

築30年未満
(n=146)

築40年未満
(n=85)

築40年以上
(n=95)

築10年未満
(n=41)

築20年未満
(n=54)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

43.2 

52.9 

80.1 

79.6 

82.9 

40.0 

31.8 

13.0 

20.4 

12.2 

7.4 

1.2 

0.7 

2.1

1.2

1.1 1.1

1.2

4.2

9.4

5.5

4.9

1.1

2.4

0.7

築40年以上

（ｎ＝95）

築30年以上

40年未満

（ｎ＝85）

築20年以上

30年未満

（ｎ＝146）

築10年以上

20年未満

（ｎ＝54）

築10年未満

（ｎ＝41）

(%) 
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15.6 

24.6 

23.6 

9.2 

1.9 

0.2 

26.3 

1.1 

0 10 20 30

60歳代

50歳代

70歳代以上

40歳代

30歳代

20歳代

その他

不明

無回答

(%)
(n=467)

43.7 

36.0 

9.0 

0.6 

13.3 

0.9 

0 10 20 30 40 50

夫婦のみ世帯

単身世帯

ファミリー世帯

その他

不明

無回答

(%)
(n=467)

84.8 14.6 0.6
全体

(n=467)

(%)

あり なし 無回答

問６ 区分所有者はどの年齢層が最も多いですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 区分所有者はどの世帯構成が最も多いですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 施設・設備の概要について 

問８ マンションの施設・設備について教えてください。 

①管理室等 
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91.2 7.5 1.3
全体

(n=467)

(%)

あり なし 無回答

27.4 70.9 1.7
全体

(n=467)

(%)

あり なし 無回答

91.4 8.1 0.4
全体

(n=467)

(%)

あり なし 無回答

50.7 

45.6 

39.0 

29.3 

14.1 

0.6 

17.6 

8.1 

0 20 40 60

車イスが通れる幅の確保

建物出入口・共用廊下等の段差解消

建物出入口の自動ドアの設置

共用階段・廊下等の手すり設置

エレベーター内に手すりの設置

その他

いずれも実施していない

無回答

(%)
(n=467)

②管理組合ポスト 

 

 

 

 

 

 

 

③集会室 

 

 

 

 

 

 

 

④エレベーター 

 

 

 

 

 

 

 

⑤バリアフリーの実施状況（複数回答可） 

 

 

 

 

  



 

28 
資料編 

91.4 8.4 0.2
全体

(n=467)

(%)

ある ない 無回答

56.9 9.8 16.6 8.0

4.7

4.0
全体

(n=427)

(%)

管理費に全額充当 管理費・修繕積立金のそれぞれに一定割合を充当 修繕積立金に全額充当

その他 不明 無回答

問９ マンションに駐車場はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

（問９-１） （駐車場がある場合）機械式駐車場はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問９-２） （駐車場がある場合）駐車場の台数は適当だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問９-３） （駐車場がある場合）駐車場収入の使用用途について教えてくださ

い。 

 

 

  

37.7 62.3
全体

(n=427)

(%)

ある ない 無回答

62.8 6.1 27.9 3.3
全体

(n=427)

(%)

適当である 過剰である 不足している 無回答
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99.8 0.2
全体

(n=458)

(%)

ある ない 無回答

15.3 40.7 9.2 7.7 9.4

3.1

9.6 5.0
全体

(n=457)

(%)

最新の標準管理規約（令和３年６月22日改正）に沿って改正をしたことがある

５年以内に改正したことがある

10年以内に改正したことがある

10年以上前に改正したことがある

一度も改正したことがない

その他

不明

無回答

52.3 34.6

4.2

9.0
全体

(n=457)

(%)

ある ない その他 無回答

41.1 42.2 6.3 10.3
全体

(n=457)

(%)

ある ない その他 無回答

 ⑷ 管理組合の運営状況について 

問 10 マンションに管理規約はありますか。 

 

 

 

 

 

 

（問 10-１） （管理規約がある場合）直近の管理規約の改正状況を教えてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 10-２） （管理規約がある場合）管理規約に、災害時の緊急時や管理上必要

なときの専有部の立ち入りについての規定がありますか。 

 

 

 

 

 

 

（問 10-３） （管理規約がある場合）管理規約に、修繕等の履歴情報の管理等に

ついての規定がありますか。 
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54.3 31.3

4.2

10.3
全体

(n=457)

(%)

ある ない その他 無回答

67.5 11.6

5.7

9.2

2.2

3.9
全体

(n=458)

(%)

組合員名簿及び居住者名簿の両方がある 組合員名簿だけある 居住者名簿だけある

ない その他 無回答

77.1 7.5 6.4

4.4 0.8 2.8

1.0
全体

(n=388)

(%)

新たな組合員・入居者がいるたびに更新している 年に１回以上更新している

数年に１回更新している 更新していない

その他 不明

無回答

98.0

1.5

0.4
全体

(n=458)

(%)

開催している 開催していない 無回答

（問 10-４） （管理規約がある場合）管理規約に、管理組合の財務・管理に関す

る情報の書面交付（又は電磁的方法による提供）についての規定が

ありますか。 

 

 

 

 

 

 

問 11 管理組合に組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿（賃借人を含む。）

はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 11-１） （名簿がある場合）名簿は更新していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 管理組合の総会（理事会を除く。）を毎年１回以上開催していますか。 
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98.0

0.9

1.1
全体

(n=458)

(%)

作成している 作成していない 無回答

3.5 

12.0 

12.2 

35.2 

4.8 

21.4 

99.1

83.2

26.4

55.2

5.2

78.6

6.8

8.5

16.6

4.4

0.7

7.2

0.9

25.5

0.7

0.2

0.7

0.9 

3.9 

19.4 

27.5 

58.7 

9.4 

71.2 

理事
(n=458)

会計理事
(n=458)

管理者（理事以外）
(n=458)

監事
(n=458)

その他
(n=458)

理事長
(n=458)

副理事長
(n=458)

(%)

０人 １人 ２人 ３人以上 無回答

61.6 

60.9 

41.0 

37.8 

4.4 

54.6 

3.3 

17.0

14.4

14.2

12.7

0.7

14.4

2.4

1.3

1.1

1.1

0.7

0.2

0.9

0.2

20.1

23.6

43.7

48.9

94.8

30.1

94.1

理事
(n=458)

会計理事
(n=458)

管理者（理事以外）
(n=458)

監事
(n=458)

その他
(n=458)

理事長
(n=458)

副理事長
(n=458)

(%)

１年 ２年 ３年以上 無回答

問 13 総会の議事録は作成していますか。 

 

 

 

 

 

問 14 管理組合の役員等について教えてください。 

 ①役員の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②役員の任期 
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11.5 

9.3 

7.3 

11.1 

4.2 

8.2 

6.7 

82.6

81.6

74.0

69.3

26.3

79.8

30.6

5.9

9.1

18.7

19.6

69.5

12.0

62.7

理事
(n=369)

会計理事
(n=332)

管理者（理事以外）
(n=190)

監事
(n=416)

その他
(n=134)

理事長
(n=454)

副理事長
(n=440)

(%)

あり なし 無回答

3.3

8.7 61.1 21.6

4.1

1.1
全体

(n=458)

(%)

立候補により選出 推薦により選出 輪番制

立候補・推薦・輪番制等の組み合わせ その他 無回答

68.8 

19.7 

17.5 

2.0 

1.5 

1.7 

3.1 

0 20 40 60 80

居住の組合員に限定

居住していない組合員もなれる

居住組合員の同居親族もなれる

外部専門家もなれる

賃借人もなれる

その他

無回答

(%)
(n=458)

③役員報酬の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 理事の選出方法について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 管理規約による理事の被選資格について教えてください。（複数回答可） 
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18.3 46.5 15.1 10.0

5.7 3.1

1.3
全体

(n=458)

(%)

ほぼ、１か月に１回開催している ほぼ、２～３か月に１回開催している

ほぼ、半年に１回開催している ほぼ、１年に１回開催している

その他 開催していない

無回答

92.6

4.8

2.6
全体

(n=458)

(%)

作成している 作成していない 無回答

81.4 

81.8 

73.7 

83.1 

83.3 

15.6

15.6

22.1

14.6

14.1

3.0

2.6

4.3

2.4

2.6

(%)

①組合会計の収入・支出
（予算案・決算案の作成等）

②管理費等の出納（収納・督促・保管・
支払・帳簿管理等）

③維持・修繕に関する企画・実施の調整
（長期修繕計画の作成・工事の実施等）

④清掃業務（共用部分の清掃等）

⑤建物・設備管理業務
（建物・設備の法定点検等）

管理会社に委託 管理組合で実施 無回答

問 17 理事の選任についてあてはまるものはどれですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 理事会を開催していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 理事会の議事録は作成していますか。 

 

 

 

 

 

 

⑸ 管理委託について 

問 20 以下の業務はどのように実施していますか。 

 

 

 

 

  

63.3 26.9 

3.1 2.6 

4.1 
全体

(n=458)

(%)

理事の選任にそれほど苦労していない

なり手不足等が原因で、理事の選任に苦労することがある

なり手不足等が原因で、理事の選任に苦労しており、定数を満たすことが困難である

その他

無回答
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89.5 

4.5 1.9 
1.5 

2.6 
全体

(n=467)

(%)

明確に区分 区分は曖昧 不足の場合は相互に融通 その他 無回答

83.9 7.3 

2.8 2.8 

3.2 
全体

(n=467)

(%)

専有面積の割合 一律 その他 不明 無回答

1.3 2.4 4.9

40.7 28.5 22.3
全体

(n=467)

(%)

1,000円未満 1,000～3,000円未満 3,000円～5,000円未満

5,000円～10,000円未満 10,000円以上 無回答

13.5 32.3

2.8

51.4
全体

(n=467)

(%)

100円未満 100円～300円未満 300円以上 無回答

⑹ 会計関係について 

問 21 管理費と修繕積立金は会計上、区分して管理を行っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 22 管理費の負担額の決定方法について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 一戸当たりの管理費は月額いくらですか。また１㎡当たりの額を教えてく

ださい。 

①一戸当たりの管理費（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１㎡当たりの管理費（月額） 
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92.9

5.1

1.9
全体

(n=467)

(%)

ある ない 無回答

0.7 1.6

8.1 30.6 39.2 19.8
全体

(n=434)

(%)

1,000円未満 1,000～3,000円未満 3,000円～5,000円未満

5,000円～10,000円未満 10,000円以上 無回答

11.5 38.5

4.1

45.9
全体

(n=434)

(%)

100円未満 100円～300円未満 300円以上 無回答

問 24 修繕積立金の徴収はありますか。 

 

 

 

 

 

 【築年数別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 24-１） （修繕積立金の徴収がある場合）一戸当たりの修繕積立金は月額

いくらですか。また 1㎡当たりの額を教えてください。 

①一戸当たりの修繕積立金（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１㎡当たりの修繕積立金（月額） 

 

 

  

95.1

100.0

96.6

95.3

87.4

2.7

2.4

11.6

4.9

0.7

2.4

1.1

築30年未満
(n=146)

築40年未満
(n=85)

築40年以上
(n=95)

築10年未満
(n=41)

築20年未満
(n=54)

(%)

ある ない 無回答

87.4 

95.3 

96.6 

100.0 

95.1 

11.6

2.4

2.7

1.1

2.4

0.7

4.9

築40年以上

（ｎ＝95）

築30年以上

40年未満

（ｎ＝85）

築20年以上

30年未満

（ｎ＝146）

築10年以上

20年未満

（ｎ＝54）

築10年未満

（ｎ＝41）

(%) 
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57.1

2.5 2.1

11.8 6.7 10.1 9.7
全体

(n=434)

(%)

長期修繕計画に基づく必要額から算出 管理費の何％という方法で算出

他のマンションの例を参考に算出 分譲時に分譲会社が提示した額

その他 不明

無回答

72.6 

72.4 

70.3 

45.9 

56.7 

46.1 

49.1 

27.2 

46.3 

17.5 

15.4 

68.7

65.4

65.9

66.1

67.3

68.9

64.3

32.0

59.0

25.1

15.7

0 20 40 60 80

外壁の塗装等

鉄部の塗装等

屋上防水

建具・金物等（サッシ、玄関ドア）の整備

給水設備の整備

排水設備の整備

エレベーターの改修・交換

機械式駐車場設備の整備

電気系統（インターホン含む）の整備

その他（修繕費以外も含む）

無回答

(%)

(n=434)

これまでの使途 今後の使途

69.4 24.0

0.4 4.1

2.1
全体

(n=467)

(%)

０% 10%程度 20%程度 30%程度

40%程度 50%程度 60%以上 不明 無回答

（問 24-２） （修繕積立金の徴収がある場合）修繕積立金の額の決定方法につ

いて教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 24-３） （修繕積立金の徴収がある場合）修繕積立金について、「これまで

の使途」と「今後の使途」を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 区分所有者のうち管理費・修繕積立金を滞納している住戸はどのくらいで

すか。 
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36.1 31.6 6.8 6.8

6.0

12.8
全体

(n=133)

(%)

０円 10万円未満 50万円未満

50万円以上 100万円以上 不明 無回答

2.3

69.2

6.0 0.8

10.5 11.3
全体

(n=133)

(%)

０％ ０％より大きく10%以内 20％程度 30％程度

40％程度 50％程度 60％以上 不明 無回答

69.0 13.7 11.1 

3.9 

2.4 
全体

(n=467)

(%)

作成済 作成を予定している 作成の予定はない その他 無回答

（問 25-１） （滞納している住戸がある場合）管理費・修繕積立金等の滞納額の

総額はいくらですか。 

 

 

 

 

 

 

（問 25-２） （滞納している住戸がある場合）修繕積立金の滞納額（直近の事業

年度の終了の日時点における３か月以上の滞納額）は年間で徴収予

定の修繕積立金のどれくらいの割合ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 修繕・建替え関係について 

問 26 長期修繕計画の作成状況について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 【築年数別】 

  

92.7

85.2

82.2

74.1

33.7

11.1

9.6

12.9

24.2

4.9

1.9

4.1

8.2

31.6

1.9

2.7

1.2

9.5

2.4

1.4

3.5

1.1

築30年未満
(n=146)

築40年未満
(n=85)

築40年以上
(n=95)

築10年未満
(n=41)

築20年未満
(n=54)

(%)

作成済 作成を予定している 作成の予定はない その他 無回答

33.7 

74.1 

82.2 

85.2 

92.7 

24.2

12.9

9.6

11.1

31.6

8.2

4.1

1.9

4.9

9.5

1.2

2.7

1.9

1.1

3.5

1.4

2.4

築40年以上

（ｎ＝95）

築30年以上

40年未満

（ｎ＝85）

築20年以上

30年未満

（ｎ＝146）

築10年以上

20年未満

（ｎ＝54）

築10年未満

（ｎ＝41）

(%) 
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9.0 8.1

5.9

10.2 12.7 46.3

3.1

4.7
全体

(n=322)

(%)

10年以内 15年以内 20年以内 25年以内

30年未満 30年以上 不明 無回答

2.2

20.5 55.3 9.6

0.6 4.0

7.8
全体

(n=322)

(%)

０回 １回 ２回 ３回以上 その他 不明 無回答

61.5 18.9 

1.9 

9.6 8.1 全体
(n=322)

(%)

なっている なっていない その他 不明 無回答

48.4 32.9 7.8 

4.7 

6.2 
全体

(n=322)

(%)

定期的（概ね７年以内）に見直しを行っている 必要に応じて見直しを行っている

見直しは行っていない その他 無回答

（問 26-１） （長期修繕計画を作成済みの場合）長期修繕計画は何年後までの

計画となっていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 26-２） （長期修繕計画を作成済みの場合）残りの計画期間内に大規模修

繕工事は何回予定されていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 26-３） （長期修繕計画を作成済みの場合）長期修繕計画の計画期間の最

終年度において借入金残高のない計画となっていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 26-４） （長期修繕計画を作成済みの場合）長期修繕計画の見直し状況に

ついて教えてください。 
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41.9 39.1 6.8

3.4 2.8

5.9
全体

(n=322)

(%)

修繕積立金は適切に積み立てがされており、将来的に一時的な徴収の必要もなく問題はない

将来的に積立金が不足する可能性があるため、段階的な値上げを予定している

将来的に積立金が不足する可能性があるが、段階的な値上げが困難であり問題に感じている

その他

不明

無回答

80.3 18.0 1.7
全体

(n=467)

(%)

ある ない 無回答

89.3 

6.1 

4.5 

1.6 

1.9 

2.9 

0 20 40 60 80 100

修繕積立金を利用した

借入金によって調達した

臨時に修繕費用を徴収した

その他

不明

無回答

(%)
(n=375)

9.9 64.0 11.5

1.6

7.7 5.3
全体

(n=375)

(%)

最初から特定の施工業者に依頼 複数の施工業者について比較検討 管理会社に依頼

その他 不明 無回答

（問 26-５） （長期修繕計画を作成済みの場合）長期修繕計画を実行するため

の修繕積立金が、適切に積み立てられていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 27 今までに大規模修繕を行ったことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 27-１） （大規模修繕を行ったことがある場合）大規模修繕にかかる費用

の調達はどのようにされましたか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 27-２） （大規模修繕を行ったことがある場合）大規模修繕時、どのように

施工業者を決めましたか。 
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38.9 

24.5 

17.9 

14.1 

4.3 

15.5 

12.8 

7.2 

0 10 20 30 40 50

業者の選定

修繕を行うかどうかの判断

入居者等の修繕への同意

費用の調達

その他

特に苦労していない

不明

無回答

(%)
(n=375)

14.7 62.1 21.1 2.1
全体

(n=95)

(%)

実施したことがある 実施したことがない 不明 無回答

14.3 28.6 42.9 14.3
全体

(n=14)

(%)

耐震診断の結果、耐震性能があることを確認した

耐震診断の結果、耐震性能が不足しており、耐震改修を実施した（または実施予定）

耐震診断の結果、耐震性能が不足していたが、耐震改修を実施する予定はない

不明

無回答

（問 27-３） （大規模修繕を行ったことがある場合）大規模修繕の際に苦労し

た点は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 旧耐震基準マンションの場合、耐震診断の実施状況について教えてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

（問 28-１） （耐震診断を実施したことがある場合）耐震診断を受けた後の対

応について教えてください。 
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11.1 11.1 66.7 11.1
全体
(n=9)

(%)

実施している 検討中 実施していない 不明 無回答

100.0 
全体
(n=2)

(%)

擁壁の整備 外壁の改修 その他 無回答

0.4 2.4

24.8 60.2

2.4

9.9
全体

(n=467)

(%)

建替えについて具体的に検討を進めている状況である 検討しているが、問題が多く全然進まない状況である

当面は改修工事で対応するつもりである 建替えについて全く検討していない（まだ必要ない）

その他 無回答

問 29 土砂災害特別警戒区域のマンションの場合、土砂災害に対する擁壁の整備

等の土砂災害対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 29-１） （土砂災害対策を実施又は検討中の場合）対策方法について教え

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 建替えについてどのように考えていますか。 

 

 

  



 

42 
資料編 

43.4 

31.8 

31.0 

17.8 

16.3 

14.7 

12.4 

10.9 

7.8 

4.7 

3.1 

7.0 

7.0 

19.4 

0 10 20 30 40 50

高齢者が多く建替えに消極的

区分所有者の合意が得られない

資金の負担が困難な区分所有者が多い

仮住居の手当てが困難

区分所有者が必要性を理解していない

建替えか改修か技術的な判断ができない

敷地の容積率に十分な余裕がない

検討等が依頼できる専門家がいない

建替え後に管理費等の居住費が高額化

建替えにより住宅戸数や面積が減少

賃貸化の進行により検討が進まない

居室の狭小化など住環境の変化への不安

その他

特に問題点はない

無回答

(%)
(n=129)

16.9 

16.7 

12.2 

11.8 

11.1 

9.0 

4.7 

3.2 

43.3 

9.4 

0 10 20 30 40 50

避難場所、避難経路、連絡体制を掲示

緊急通報システムを設置

防災対策のリーダーを決めている

防災・避難用具を確保

防災訓練を毎年実施

防災マニュアルを作成している

マンション内で食料や水などを備蓄

その他

特に防災対策・準備はしていない

無回答

(%)
(n=467)

（問 30-１） （建替えを検討又は改修工事で対応の場合）建替えに当たっての

問題点として主なものを３つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 災害や事故への対応について 

問 31 災害時に向けた対策について教えてください。（複数回答可） 
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47.5 

40.3 

20.3 

7.9 

7.5 

14.8 

0.9 

20.8 

0 10 20 30 40 50

火災

地震

浸水

想定していない

津波

土砂災害

その他

無回答

(%)
(n=467)

83.5 

19.1 

17.8 

1.3 

1.3 

5.6 

0 20 40 60 80 100

マンション総合保険

火災保険

地震保険

加入していない

その他

無回答

(%)
(n=467)

問 32 どのような災害を想定して対策をしていますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 33 共用部分の保険に加入していますか。（複数回答可） 
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35.8 

24.0 

19.3 

18.2 

15.2 

14.3 

14.1 

12.4 

10.9 

10.7 

10.7 

10.3 

8.1 

6.9 

6.2 

5.6 

4.7 

3.4 

0 10 20 30 40

生活音

水濡れ

高齢者、認知症の
方への対応

ペット飼育

管理費等の滞納

修繕費の不足

役員又は専門委員会の
人材不足

バルコニーの使用方法

雨漏り

違法駐輪

共用廊下等への
私物の放棄

違法駐車

防災対策

防犯対策

専有部分の修繕等

騒音・異臭

駐車場使用方法

管理費の不足

(%)
(n=467)

3.0 

2.6 

1.9 

1.9 

1.5 

1.5 

1.3 

1.3 

1.3 

1.1 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.2 

0.2 

4.3 

14.6 

9.6 

0 10 20 30 40

外壁落下

個人情報保護

委託管理業務の
不十分な実施

議決権の設定方法

管理組合内での
深刻な意見対立

プライバシー

その他施工不良

アフターサービス関係

自治会

電波障害

共用の集会室・ラウンジ
などの使用方法

日照権

役員の不当行為

専用部分の他の用途への転用

民宿に関するトラブル

契約不適合責任
（瑕疵担保責任）に

関するもの

その他

特にトラブルは
発生していない

無回答

(%)

⑼ 維持管理関係について 

問 34 マンションではどのような問題・課題がありますか。（複数回答可） 
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61.2 

33.0 

12.6 

12.2 

4.3 

3.6 

2.4 

0.4 

1.1 

12.6 

12.4 

0 20 40 60 80

管理会社に相談した

当事者同士、または理事会等で協議した

マンション管理士、弁護士、建築士などの専門家に相談した

管理規約に基づく理事長の勧告・指示等を行った

マンション管理団体に相談した

公的機関（県や市の相談窓口など）に相談した

訴訟を提起した

民事調停を利用した

その他

特にトラブルはない

無回答

(%)
(n=467)

59.7 

37.9 

30.0 

25.3 

13.9 

12.8 

12.4 

12.0 

8.6 

7.9 

1.9 

1.7 

0.4 

1.5 

7.9 

10.3 

0 20 40 60 80

区分所有者の高齢化

建物の老朽化に対する適切な維持修繕とその費用

役員のなり手不足

管理組合の活動に無関心な区分所有者の増加

修繕積立金の運用

居住ルールを守らない居住者の増加

地震等災害による建物の損傷、安全性

賃貸住戸の増加

管理費等の未払いの増加

空き部屋の増加

利権を主張する区分所有者の増加

マンション内の犯罪の増加

居住目的外利用住戸の増加

その他

特に不安はない

無回答

(%)
(n=467)

問 35 問題・課題を解決するために理事会等でとった方法を教えてください。（複

数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 管理組合運営において将来不安なことについて教えてください。（複数回

答可） 
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47.8 

26.1 

17.6 

14.6 

14.3 

13.5 

10.1 

9.4 

7.3 

6.9 

1.3 

13.9 

14.1 

0 10 20 30 40 50

区分所有者の「管理への関心」

耐震診断・工事費等の行政からの「助成金」

円滑な居住者間の「コミュニケーション」の形成

「修繕積立金制度」の充実

身近に「相談窓口」があること

管理等に関しての「専門家・アドバイザー」

管理組合間の「情報交換・交流」

わかりやすい「管理の解説書」

標準的な各種「使用細則」

管理等に関しての「講習会・交流会」

その他

特になし

無回答

(%)
(n=467)

13.3 

10.9 

6.6 

2.1 

59.3 

13.9 

0 20 40 60 80

緊急時の避難等に支援が必要な方の名簿作成

日常の見守り活動

安否確認の仕組みの準備（緊急通報など）

その他

特になし

無回答

(%)
(n=467)

8.6 50.5 29.1

4.1

7.7
全体

(n=467)

(%)

マンションで単独の自治会を構成している マンションで単独の自治会はないが、

地域の自治会に加入している

ない その他 無回答

問 37 今後の管理組合運営において必要だと思うことについて教えてください。

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 入居者のコミュニティ関係について 

問 38 管理組合で実施している高齢者等への支援・対応について教えてください。

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 39 マンションには自治会（町内会）がありますか。 
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56.9 13.4

1.4 1.4 2.9

16.7 7.2
全体

(n=276)

(%)

200円程度 300円程度 400円程度

500円程度 500円以上 不明 無回答

51.1 15.6 7.6 10.5

0.4

10.1 4.7
全体

(n=276)

(%)

全戸加入している（ほぼ100％） ほとんど加入している（約70％以上）

ほぼ半数加入している（約30～70％） ほとんど加入していない（約30％未満）

その他 不明

無回答

27.8 

20.1 

9.4 

11.8 

69.0 

16.9

16.5

9.4

16.1

73.2

0 20 40 60 80

マンション管理セミナー（無料）

マンション管理運営講座（無料）

耐震診断補助

住宅相談（無料）

無回答

(%)(n=467)

知っているもの 利用したいもの

（問 39-１） （自治会を構成又は加入している場合）一世帯当たりの１か月の

自治会（町内会）費はいくらですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 39-２） （自治会を構成又は加入している場合）マンション入居者の自治

会（町内会）の加入状況について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾ 行政支援について 

問 40 広島市が実施している以下の支援策において、「知っているもの」「利用し

たいもの」について、教えてください。（複数回答可） 
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38.3 

17.3 

13.9 

10.3 

7.3 

2.6 

46.0 

0 10 20 30 40 50

工事費等の行政からの「助成金」の創設

マンション管理相談窓口の設置

マンション管理ガイドの発行

専門家派遣制度の創設

管理組合同士の意見交換会の開催

その他

無回答

(%)
(n=467)

33.6 51.2 15.2
全体

(n=467)

(%)

知っていた 知らなかった 無回答

2.4 4.9

24.6 8.1 42.2 17.8
全体

(n=467)

(%)

申請を希望する 申請を検討している メリットがあれば申請を検討してもよい

申請を希望しない 未定 無回答

27.4 

13.3 

5.8 

9.6 

52.0 

0 20 40 60

マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ

認定マーク等の交付

市のHPでのマンション名の公表

その他

無回答

(%)
(n=467)

問 41 マンションの管理に関する支援策について行政への要望等ありましたら

教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 42 マンション管理計画認定制度をご存じでしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

問 43 マンション管理計画認定の意向について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 44 マンション管理計画認定について、どのようなメリットがあれば申請を希

望するか教えてください。（複数回答可） 
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 〇参考 築年数別マンション分布図 

 

 

● 築 40 年以上 
● 築 30 年以上 40 年未満 
● 築 20 年以上 30 年未満 
● 築 10 年以上 20 年未満 
● 築 10 年未満 
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